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光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
等

の
発
令
と
Ｐ
Ｍ
2.5
高
濃
度
時

の
注
意
喚
起

●税理士による無料相談　○予
日時＝7月6日㈬・20日㈬10時～15時
会場＝東金商工会館（東金市東岩崎1－5）
予約受付日時＝平日9時～12時
問合せ＝千葉県税理士会東金支部　☎（50）6322
●地域づくり課市民協働推進班から
行政相談＝7月21日㈭10時～12時、13時～15時・中央公民館
人権相談＝7月28日㈭10時～12時、13時～15時・中央公民館
消費生活相談＝祝日を除く毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時～12時、
　　　　　　　13時～15時・中央公民館
※消費生活相談電話＝☎（70）0344
交通事故巡回相談＝7月14日㈭10時～12時、13時～15時・
　　　　　　　　　中央公民館　○予
問合せ＝地域づくり課市民協働推進班　☎（70）0342
●農業委員会から
結婚相談＝7月6日㈬13時30分～15時・中央公民館2階会議室
農事・農業者年金相談＝7月11日㈪13時～15時・分庁舎4階会議室
問合せ＝農業委員会事務局　☎（70）0393
●社会福祉協議会から
心配ごと相談＝第2・4㈪13時～16時（電話相談可）
法律相談＝第1～4㈬13時～16時　○予
税務相談＝第2㈫13時～16時　○予
心の相談＝第2㈮9時～15時　○予
問合せ・会場＝社会福祉協議会　☎（70）1122（相談専用）
●山武健康福祉センター（山武保健所）から
腸内細菌検査＝毎週㈫9時～11時　※祝日を除く
エイズ検査＝7月4日㈪13時～14時　○予
親と子の心の相談＝月1回　○予
精神保健福祉相談＝7月6日㈬・13日㈬・20日㈬14時～15時
　　　　　　　　　30分、7月27日㈬14時30分～16時　○予
ＤＶ相談＝電話相談　☎（54）2388
　　　　　祝日を除く㈪～㈮9時～17時
　　　　　来所相談　祝日を除く毎週㈪9時～17時　○予
問合せ・会場＝山武健康福祉センター（山武保健所）
　　　　　　　☎（54）0611
●ナイター無料法律相談（登記・多重債務・成年後見・相続・裁
判などについて）○予
日時＝毎月第2㈫18時～21時　
会場＝東金市中央公民館
問合せ＝千葉司法書士会つくも支部／担当 杉田　☎（53）3200
●障害者差別に関する電話相談
　日時＝祝日を除く㈪～㈮９時～17時
　問合せ＝山武健康福祉センター（山武保健所）☎（54）3556（専用）
●養育費無料法律相談　○予
　日時＝7月23日㈯13時30分～16時・東金市中央公民館
　※1人30分程度、無料託児あり
　問合せ＝（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会事務局
　　　　　☎043（222）5818

相談コーナー ○予＝要予約

▼
受
付
期
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年
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31
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▼
受
付
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葉
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受
付
方
法
等
の
詳
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団
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さ
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　８月１日㈪は、固定資産税第２期・
国民健康保険税第１期の納期です。
納税には、便利な口座振替をご利用
ください。
休日窓口開設（市税）
▶日時＝７月31日㈰9時～15時
▶場所＝税務課
▶内容＝市税の納付および納税相談
※納付は納付書を持参ください（お
釣りのないようにお願いします）
問税務課収税班
　☎（70）０３２３

今月の納税

地　　　　　　区　　　　　　名

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より西側地区）・餅
木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西側地区）・北吉田・桂山・九十
根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

永田・ながた野・小中（平沢）・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉（県道山田台大網白里線よ
り北側地区）

大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島区内町内
会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・福田のうち県道山
田台大網白里線より北側地区）・県道山田台大網白里線より北側の（柿餅・北飯塚・木
崎・柳橋）・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが丘・上貝塚・清名幸谷・上貝塚柿餅
入会地・上谷新田・富田（北）・富田（東）

大網（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち県道山田
台大網白里線より南側地区）・金谷郷（JR東金線より東側地区）・仏島・みやこ野・経
田・駒込（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハイツ）・南飯塚・南横川・
弥幾野・星谷（星谷・大網・駒込・仏島・富田）・県道山田台大網白里線より南側の（柿
餅・北飯塚・木崎・柳橋）・富田（南）・わらび台
南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）・みずほ台（みずほ東自治
会含む）・小中（小中・宮崎）・四天木・四天木甲・四天木乙・南今泉（県道山田台大網
白里線より南側地区）

7月のごみ収集日 ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ

ペットボトル（　　マーク付き）は祝日・振替休日は収集しません 問地域づくり課環境対策班　☎（70）０３８６
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収
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収
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ま
せ
ん
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お
知
ら
せ

平
成
28
年
熊
本
地
震
災
害
義
援
金

の
受
付
期
間
を
延
長
し
ま
す

　
児
童
手
当
の
現
況
届
は
、
毎
年

６
月
１
日
の
児
童
手
当
受
給
者
の

状
況
を
確
認
し
、
６
月
分
以
降
の

児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要

件
（
児
童
の
監
督
保
護
、
生
計
が

同
一
か
ど
う
か
な
ど
）
を
満
た
し

て
い
る
か
を
審
査
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
こ
の
届
の
提
出
が
な
い

と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
提

出
し
な
い
ま
ま
２
年
間
経
過
す
る

と
、
時
効
に
よ
り
児
童
手
当
の
受

給
権
が
消
滅
し
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
子
育
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課
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児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は

お
済
み
で
す
か

市
介
護
保
険
運
営
協
議
会
を

傍
聴
で
き
ま
す

放
置
並
び
に
流
出（
放
置
等
）

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容
器
回
収
運
動

平
成
29
年
成
人
式

▼
日
時
＝
７
月
11
日
㈪
13
時
30
分
〜

▼
会
場
＝
中
央
公
民
館
１
階
講
義
室

▼
定
員
＝
５
人

▼
申
込
方
法
＝
当
日
の
13
時
15
分

か
ら
会
場
で
受
け
付
け

※

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

問
高
齢
者
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介
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保
険
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▼
日
時
＝
平
成
29
年
１
月
８
日
㈰

14
時
〜（
受
付
13
時
〜
13
時
45
分
）

▼
会
場
＝
大
網
白
里
ア
リ
ー
ナ

▼
対
象
＝
平
成
８
年
４
月
２
日
〜

ス
プ
レ
ー
缶
の
排
出

　
使
用
済
み
の
ス
プ
レ
ー
缶
を
ご

み
と
し
て
出
す
際
は
、
必
ず
中
身

を
使
い
切
り
、
風
通
し
が
よ
く
火

の
気
の
な
い
所
で
穴
を
開
け
、
中

の
ガ
ス
を
抜
い
て
く
だ
さ
い
。

　
穴
開
け
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い

方
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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草
刈
機
等
の
無
料
貸
し
出
し

水
稲
共
同
防
除
を
実
施
し
ま
す

　
市
で
は
、
市
内
の
区
・
自
治
会
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
行
う
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
清
掃
に
対
し
、
無
料
で
草
刈

機
・
噴
霧
器
を
貸
し
出
し
ま
す

（
１
回
の
申
請
で
２
台
ま
で
）
。

　
申
請
状
況
に
よ
り
、
貸
し
出
し

希
望
に
沿
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
燃
料
費
、
運
搬
費
そ

の
他
の
費
用
は
借
受
人
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

　
☎
（70）
０
３
８
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平
成
９
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

▼
そ
の
他
＝
案
内
状
は
平
成
28
年

10
月
１
日
現
在
、
本
市
に
住
民
登

録
の
あ
る
方
に
送
付
し
ま
す
。

※

市
外
の
方
で
出
席
を
希
望
す
る

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
班

　
☎
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千
葉
県
で
は
、
光
化
学
ス
モ
ッ

グ
や
Ｐ
Ｍ
2.5
の
発
生
に
伴
う
被
害

を
防
止
す
る
た
め
、
オ
キ
シ
ダ
ン

ト
濃
度
や
Ｐ
Ｍ
2.5
濃
度
が
高
濃
度

と
な
っ
た
場
合
の
大
気
汚
染
緊
急

時
対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
等
の

発
令
や
Ｐ
Ｍ
2.5
高
濃
度
時
の
注
意

喚
起
が
あ
っ
た
場
合
は
、
防
災
行

政
無
線
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

①
外
出
を
控
え
る
、
②
窓
を
閉
め

て
外
気
を
入
れ
な
い
、
③
屋
外
で

の
激
し
い
運
動
は
避
け
る
な
ど
を

心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

問
県
環
境
生
活
部
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
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７
月
15
日
㈮
か
ら
24
日
㈰
に
か

け
て
、
市
内
の
各
地
域
の
水
田
で

産
業
用
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ

る
水
稲
防
除
を
実
施
し
ま
す
。

　
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
の
詳
細

は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
安
全
上
の
お
願
い

・
防
除
実
施
中
お
よ
び
実
施
直
後

は
、
水
田
に
立
ち
入
ら
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
防
除
実
施
時
間
が
一
部
、
通
勤

お
よ
び
通
学
時
間
帯
と
重
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
防
除
実
施
区
域
周
辺
に
は
、
各

農
家
組
合
・
共
同
防
除
実
施
団
体

に
よ
り
、
誘
導
員
を
配
置
し
て
注

意
喚
起
お
よ
び
歩
行
者･

車
両
等

の
誘
導
を
行
う
予
定
で
す
。
防
除

実
施
区
域
周
辺
を
通
行
す
る
場
合

は
、
誘
導
員
の
指
示
に
従
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
振
興
班

　
☎
（70）
０
３
４
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放
置
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容
器
に
よ
る

災
害
防
止
の
た
め
、
市
内
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
販
売
店
に
持
参
し
た
容
器
を
有

償
に
て
処
理
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
３
日
㈬
〜
９
日
㈫

10
時
〜
16
時

▼
費
用
＝
１
０
０
円
／
本

問（
一
社
）千
葉
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会

　
☎
０
４
３（
２
４
６
）１
７
２
５

高齢者向けの年金生活者等支援
臨時福祉給付金の申請はお済みですか
　支給対象者の方で申請されていない方は、忘れず
に申請してください。
▶支給対象者
　平成27年度市民税・県民税が課税されていない
方で、平成28年度中に65歳以上になる方（昭和27
年４月１日以前に生まれた方）
　ただし、次の方は対象外です。
・市民税が課税されている方の扶養親族等
・生活保護制度の被保護者
▶給付額＝１人につき３万円
▶申請期限＝７月19日㈫まで
▶申請方法
　４月15日に支給対象者となる可能性がある方へ
申請書等を郵送しています。必要書類を添付のう
え、社会福祉課へ郵送または持参してください。
□申・問社会福祉課社会福祉班　☎（70）0330


